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第６章 参考資料 

１ 宅地造成及び特定盛土等規制法第 32 条の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆積の規模を

定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号。以下「法」とい

う。）第 32 条の規定に基づき、特定盛土等又は土石の 堆積の規模を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37

年政令第 16 号）の例による。 

 

（特定盛土等又は土石の堆積の規模） 

第３条 法第 32 条の条例で定める規模の特定盛土等は、次に掲げるものとする。 

(1) 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが２メートルを超える崖を生ずること

となるもの 

(2) 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが５メートルを超える崖を生ずること

となるもの 

(3) 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが

５メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける 当該盛土及び切土（前２号に該当

する盛土又は切土を除く。） 

(4) 第１号又は前号に該当しない盛土であって、高さが５メートルを超えるもの 

(5) 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の

面積が 500 平方メートルを超えるもの 

２ 法第 32 条の条例で定める規模の土石の堆積は、土石の堆積を行う土地の面積が 500 平方メ

ートルを超える土石の堆積とする。 

 

附則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 
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２ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号。以下「法」とい

う。）、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37 年政令第 16 号。以下「政令」という。）

及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和 37 年建設省令第３号。以下「省令」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（身分証明書の様式） 

第２条 法第７条第１項（法第 24 条第２項及び第 43 条第２項において準用する場合を含む。）

及び第２項に規定する身分を示す証明書の様式は、立入検査等の際に携帯する職員の身分を示

す証明書の様式の特例に関する規則（令和４年栃木県規則第 10 号）別記様式による。 

 

（許可の申請） 

第３条 法第 12 条第１項又は第 30 条第１項の許可を受けようとする者は、当該許可に係る工事

の施行区域を工区に分けたときは、省令第７条第１項第１号若しくは第２項第１号又は第 63 条

第１項第１号若しくは第２項第１号の規定により提出する図面に当該工区の位置、区域及び規

模を明示しなければならない。 

 

（設計者の資格を証する書類の様式） 

第４条 省令第７条第１項第５号に規定する設計者の資格を証する書類の様式は、別記様式第１

号とする。 

 

（同意書の様式） 

第５条 法第 12 条第２項第４号又は第 30 条第２項第４号の規定に基づく同意を得たことを証す

る書類の様式は、別記様式第２号とする。 

 

（住民への周知措置を講じたことを証する書類の様式） 

第６条 法第 11 条又は第 29 条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類の様式は、別記様

式第３号とする。 

 

（許可申請書の添付書類） 

第７条 省令第７条第１項第 12 号若しくは第２項第 10 号又は第 63 条第１項第２号若しくは第

２項第２号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 法第 12 条第２項第２号又は第 30 条第２項第２号に規定する工事主の資力及び信用に関

する申告書（別記様式第４号） 

(2) 法第 12 条第２項第３号又は第 30 条第２項第３号に規定する工事施行者の能力に関する

申告書（別記様式第５号） 

(3) その他知事が必要と認める書類 

 

（工事の着手の届出） 

第８条 法第 12 条第１項又は第 30 条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手し

たときは、速やかに、工事着手届出書（別記様式第６号）により、その旨を知事に届け出なけ

ればならない。 
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（工事の中止等の届出） 

第９条 法第12条第１項又は第 30条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を中止し、

若しくは廃止しようとするとき、又は中止した工事を再開しようとするときは、速やかに、工

事中止（廃止、再開）届出書（別記様式第７号）により、その旨を知事に届け出なければなら

ない。 

 

（擁壁の代替措置） 

第 10 条 政令第 20 条第１項（政令第 30 条第１項において準用する場合を含む。）の規定により、

災害の防止上支障がないと認められる土地においては、知事が災害の防止上必要と認める措置

をもって、政令第８条（政令第 30 条第１項において準用する場合を含む。）の規定による擁壁

の設置に代えることができる。 

 

（軽微な変更の届出） 

第 11 条 法第 16 条第２項又は第 35 条第２項の規定による届出は、軽微な変更の届出書（別記

様式第８号）により行うものとする。 

 

（完了検査の申請） 

第 12 条 法第 17 条第１項又は第 36 条第１項の規定により検査を申請しようとする者は、宅地

造成又は特定盛土等に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、当該工区ごとに検査の申

請を行わなければならない。 

 

（中間検査の申請） 

第 13 条 法第 18 条第１項又は第 37 条第１項の規定により検査を申請しようとする者は、宅地

造成又は特定盛土等に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、当該工区ごとに検査の申

請を行わなければならない。 

 

（定期の報告） 

第 14 条 法第 19 条第１項又は第 38 条第１項の規定による報告は、定期報告書（別記様式第９

号）により行うものとする。 

 

（証明書の交付の申請） 

第 15 条 省令第 88 条の規定により証明書の交付を求めようとする者は、適合証明願（別記様式

第 10 号）２部を知事に提出しなければならない。 

 

（委任） 

第 16 条 この規則に定めるもののほか、法、政令及び省令の施行に関し必要な事項は、知事が別

に定める。 

 

附則 

この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法第 32 条の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆

積の規模を定める条例（令和６年栃木県条例第 号）の施行の日から施行する。 
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３ 栃木県宅地造成及び特定盛土等規制法審査基準 

（令和７年２月 21 日栃木県告示第 61 号） 

（趣旨） 

第１条 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号。以下「法」という。）に基づ

く許可等については、法令等に定めるところによるほか、この基準によるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この基準で使用する用語は、法、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37 年政令

第 16 号。以下「政令」という。）及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和 37 年建設

省令第３号。以下「省令」という。）で使用する用語の例による。 

 

（締固め） 

第３条 政令第７条第１項第１号イに規定する締固めは、適正な盛土の材料・工法等により十分

な強度を確保するものとする。 

 

（小段） 

第４条 盛土又は切土をする場合にあっては、その規模に応じて小段を適正に設置するものとす

る。ただし、第５条に規定する安定計算を行った場合はこの限りではない。 

２ 前項に規定する小段を設置した場合にあっては、原則として、小段に排水工を適正に設置す

るものとする。 

 

（安定計算） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する盛土をする場合にあっては、原則として、盛土をした後

の土地の地盤について、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を行うことに

より、その安定が保持されるものであることを確かめるものとする。 

(1) 省令第 12 条に規定する土地（以下「渓流等」という。）で行う盛土 

(2) のり高が特に大きい盛土その他盛土をした後の土地の地盤の安定性を確認する必要がある

もの 

２ 次の各号のいずれかに該当する盛土をする場合にあっては、盛土をした後の土地の地盤につ

いて、土質試験その他の調査又は試験に基づく安定計算を行うことにより、地震力及びその盛

土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を

下回ることを確かめるものとする。 

(1) 盛土をする土地の面積が 3,000 平方メートル以上であり、かつ、盛土をすることにより、

当該盛土をする土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に侵入す

ることが想定されるもの 

(2) 盛土をする前の地盤面が水平面に対し 20 度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが５メ

ートル以上となるもの 

 

（排水施設） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する盛土をする場合にあっては、原則として、水平排水層、

基盤排水層及び暗渠排水工を適正に設置するものとする。 

(1) 渓流等で行う盛土 

(2) 雨水その他の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地で行う盛土 
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（地表水の処理） 

第７条 渓流等に盛土をする場合にあっては、原則として、盛土に雨水その他の地表水が侵入し

ないように開水路等により適正に処理するものとする。 

 

（流量計算） 

第８条 政令第 16 条に規定する排水施設の勾配及び断面積は、原則として、流量計算を行うこと

により、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができることが確かめられたもの

とする。 

 

（流末の接続） 

第９条 政令第 16 条に規定する排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案

して、宅地造成又は特定盛土等に関する工事をしようとする土地の区域内の地表水等を有効か

つ適正に排出することができるように、原則として、下水道、排水路その他の排水施設又は河

川その他の公共の水域に接続するものとする。 

 

（流出抑制施設の設置） 

第 10 条 前条の規定により、地表水等を排出するに当たって、放流先の排水能力及び周辺地域へ

の影響等を勘案して必要と認められる場合にあっては、貯留施設又は浸透施設を設置するもの

とする。 

２ 流出抑制施設の技術的細目は、栃木県開発許可等審査基準（平成９年５月 30 日栃木県告示第

380 号）第 26 条又は第 27 条の規定に基づくものとする。 

 

附則 

この基準は、宅地造成及び特定盛土等規制法第 32 条の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆 

積の規模を定める条例（令和６年栃木県条例第 40 号）の施行の日から適用する。 
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４ 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく特例協議に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 国又は都道府県、指定都市若しくは中核市（以下「国等」という。）が行う宅地造成及

び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号。以下「法」という）第 15 条第１項又は第 34

条第１項（法第 16 条第３項又は第 35 条第３項の規定により準用する場合を含む。）の規定に

基づく協議の手続等については、関係法令等に定めるところによるほか、この要綱に定めると

ころによる。 

 

（手続） 

第２条 国等が行う協議の手続は、法第 12 条若しくは第 30 条の許可又は第 16 条若しくは第 35

条の変更許可に係る申請手続の例によるものとする。 

２ 前項の規定により協議をする場合において、知事が支障がないと認めるときは、添付書類の

一部を省略することができる。 

 

（審査） 

第３条 知事は、前条第１項の協議があった場合には、法第 12 条若しくは第 30 条の許可又は第

16 条若しくは第 35 条の許可に準じて審査を行うものとする。 

 

（委任） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、国等が行う協議の手続等に関し必要な事項は、知事が別

に定める。 

 

附則 

この要綱は、令和７年４月１日から実施する。 
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５ 申請様式 

（１）宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 
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